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１【提出理由】

本投資法人は、本投資法人の配当の分配方針が以下のとおり変更されますので、金融商品取引法第24条の５第４項並び

に特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第１項及び同条第２項第３号に基づき本臨時報告書を提出するも

のであります。

２【報告内容】

（１）変更の内容についての概要

本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社であるプロロジス・リート・マネジメント株式会社（以下

「本資産運用会社」といいます。）は、2025年１月16日開催の取締役会において、継続的な利益を超えた金銭の

分配額及び一時的な利益を超えた金銭の分配金額の上限額を変更することを主な目的として、本投資法人に関す

る運用ガイドラインを一部変更することを決議し、同日付で変更されました。かかる変更に伴い、2024年８月29

日付で提出された有価証券報告書の「第一部　第１ ファンドの状況　２ 投資方針　（１） 投資方針」のうち

利益超過分配に関する事項が2025年１月16日付で以下のとおり変更されます。下線部は変更箇所を示します。な

お、削除箇所は明示していません。

第一部　ファンド情報

第１　ファンドの状況

２　投資方針

（１）投資方針

（中略）

⑧ 財務方針

（中略）

(ロ) エクイティ戦略

（中略）

b. 利益超過分配

（中略）

本投資法人は、継続的な利益を超えた金銭の分配額の決定に当たっては、当該営業期間の減価償却費の

40％に相当する金額を上限としますが、当該営業期間の純利益及び不動産等の売却益や解約違約金等の一時

的収益を含む当該営業期間の利益の水準、利益を超えた金銭の分配額を含めた当該営業期間の金銭分配額の

水準、本投資法人のLTV水準、財務状況等を総合的に考慮して決定するものとします(注４)。ただし、経済

環境や不動産市況等及び本投資法人のLTV水準、信用格付、財務状況、不動産等の売却益や解約違約金等の

一時的収益を含む利益の水準等を勘案し、利益を超えた金銭の分配の全部又は一部を行わない場合もありま

す。

当該継続的利益超過分配に加えて、一時的利益超過分配を行う場合、利益超過分配の合計の分配金額は、

法令等（一般社団法人投資信託協会の定める規則等を含みます。）において定める金額を限度とします。た

だし、分配LTV(注５)が60％を超えることとなる場合には利益を超えた金銭の分配を行わないものとしま

す。

更に、本投資法人は、上記の継続的な利益を超えた金銭の分配及び一時的な利益を超えた金銭の分配に加

えて、本投資法人における法人税等の課税の発生を抑えるため、法令等（投信協会の定める規則等を含みま

す。）に従い、一時差異等調整引当額を計上して利益を超えた金銭の分配を行うことができるものとしま

す。

利益を超えた金銭の分配を実施する場合のイメージ図は、以下のとおりです。なお、以下の図はあくまで

イメージであり、本投資法人の貸借対照表の状況、出資総額又は当期純利益に対する利益を超えた金銭の分

配の割合などを示すものではありません。
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＜利益を超えた金銭の分配を実施する場合の貸借対照表におけるイメージ図＞

(注１)　利益を超えた金銭の分配は、全ての投資主に対して、利益の範囲内で行う金銭の分配に加えて、本投資法人の判断により

行う分配であり、オープン・エンド型の投資法人の投資口の場合に各投資主からの請求により行われる投資口の払戻しと

は異なります。なお、本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しが認められないクローズド・エンド型です。

（中略）

(注４)　利益を超えた金銭の分配水準の決定にあたっては、AFFOに対する分配金総額が占める割合等も考慮されます。AFFOとは、

Adjusted Funds From Operationの略であり、FFOから資本的支出を控除し、融資関連費用のうち非現金支出費用を加算し

て算出されます。FFOとは、Funds From Operationの略であり、当期純利益に非現金支出費用を加えて算出されます。算

出方法は以下の算式をご参照ください。

FFO＝当期純利益＋減価償却費＋その他不動産関連償却＋不動産等売却損－不動産等売却益

AFFO＝FFO－資本的支出額＋融資関連費用のうち非現金支出費用

(注５)　分配LTV（％）＝Ａ / Ｂ ×100（％）

Ａ＝決算期末時点の有利子負債残高（投資法人債に係る残高を含みます。）＋決算期末時点の敷金のリリース額

Ｂ＝決算期末時点の鑑定評価額＋決算期末時点の預金残高－利益分配金及び利益超過分配金の総額

（中略）
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(ニ) 減価償却費の活用方法について

（中略）

本投資法人は、減価償却費相当額の内部留保を以下のように有効活用することで、１口当たりの分配金の

最大化を目指します。

ⅰ.　修繕や資本的支出への活用を通じた保有施設の競争力強化

ⅱ.　借入金の返済資金の一部への充当を通じた金利コストの削減

ⅲ.　新規取得物件の取得資金の一部への充当を通じた分配金利回りの向上

ⅳ.　利益超過分配

ⅴ.　自己投資口の取得

なお、本投資法人の減価償却費の活用方法のイメージ図は、以下のとおりです。

＜利益を超えた金銭の分配を実施する場合の損益計算書におけるイメージ図＞

(注１)　本投資法人は、減価償却費の40％を上限として、継続的利益超過分配を行う方針です。ただし、一時的利益超過分配を行

う場合には、利益超過分配の合計の分配金額は法令等（一般社団法人投資信託協会の定める規則等を含みます。）におい

て定める金額を上限とします。

(注２)　本投資法人は、継続的な利益を超えた金銭の分配額の決定に当たっては、当該営業期間の減価償却費の40％に相当する金

額を上限としますが、当該営業期間の純利益及び不動産等の売却益や解約違約金等の一時的収益を含む当該営業期間の利

益の水準、利益を超えた金銭の分配額を含めた当該営業期間の金銭分配額の水準、本投資法人のLTV水準、財務状況等を

総合的に考慮して決定するものとします。ただし、経済環境や不動産市況等及び本投資法人のLTV水準、信用格付、財務

状況、不動産等の売却益や解約違約金等の一時的収益を含む利益の水準等を勘案し、利益を超えた金銭の分配の全部又は

一部を行わない場合もあります。

（後略）

（２）変更の年月日

2025年１月16日
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